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東郷町議会議長 殿 

東郷町議会議員 

㊞ 

一 般 質 問 通 告 書 

東郷町議会会議規則第５９条第２項の規定により、次の事項につい

て質問（一問一答方式・一括質問方式）したいので通告します。  

 記 

（注）要旨は、具体的に記載すること。  
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⑴  街並みの荒廃を防ぐために 

ア 住宅の新築数を把握しているか。 

イ 空き家（一軒家、集合住宅とも）の数を

把握しているか。 

ウ 滋賀県野洲市で老朽化したマンションの

解体工事が行政代執行で行われている。所

有者の一部としか連絡が取れないためのや

むを得ない対応だとされるが、周辺の安全

のために行政が果たす役割は大きい。町内

で、周辺に危険が及ぶ恐れがある建築物の

状況を把握しているか。 

エ 管理組合がない分譲集合住宅や、建物の

修繕・解体のための積立金が不足している

管理組合が問題になっている。町内の集合

住宅の管理組合の状況を把握しているか。 

オ 中古の一軒家や、住人がいない集合住宅

の部屋を町が借り上げたり、買い上げたり

し、町営住宅として利用することにより、

物件の持続的な利用と安価な住宅の供給を

図る考えについて見解を伺う。 

 

⑵  大型店舗の出店と撤退について 

ア 白土のドミー東郷店の撤退の情報は把握

していたか。 

イ 三井不動産株式会社は、「愛知県商業・

まちづくりガイドライン」の規定により県

知事に提出した「地域貢献計画書」（令和

元年１０月９日）で「核テナント撤退や店

舗閉鎖時の対策」として、「早期の情報開

示・提供」で「撤退の際はできる限り早く

情報提供を行います」、「後継店の確保」に

ついて「迅速な確保に努めます」など、店
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門 原 武 志 

      ２月１３日 

午前・午後  ９時 ６分 

１５ 

日本共産党東郷町議員団 
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水川  淳 
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舗の撤退時に行うことを記している。同ガ

イドライン策定後に、ガイドラインの対象

となる店舗の出店、撤退の事例はあるか。 

ウ 同ガイドラインの効果についての見解を

伺う。 

エ 町では同ガイドラインと同様、大型店舗

の撤退について定めた制度はあるか。 

 

⑶  公共交通の拡充について 

ア じゅんかい君など地域公共交通を拡充す

ることにより、世帯が保有する自家用車の

台数が減れば、町民が町内での消費に回す

所得が増えることや、道路の修繕にかかる

コストの削減、交通事故の減少につながる

などの効果が期待できる。その実現のた

め、公共交通にかける経費を増やすことに

ついての町の見解を伺う。 

イ 公共交通に対する支出に応じて特別交付

税の額がどのようになるか説明されたい。 

ウ 大型店舗（仮称）ららぽーと愛知東郷町

に隣接するバスターミナルから発着するバ

スに乗車するために、大型店舗の駐車場を

利用できるようにするパーク・アンド・バ

スライドに関し、出店者との協議状況につ

いて伺う。 

 

⑴  子どもの発達への支援について 

ア 健康推進課が実施している未就学児向け

の発達相談につなげるための、保育園、幼

稚園、児童館等の連携について伺う。 

イ 子どもの発達に関し、未就学児に対する

支援について伺う。また就学後の支援にど

うつなげるかについて伺う。 

ウ 「発達障がい児の保護者に対して、新年

度からペアレントトレーニングを実施す

る」とのことだが、近隣に発達障害を診断

できる医療機関はどの程度あるのか。また

発達相談の結果を受けてから診断結果が出

るまでにかかる期間について伺う。 

エ ある人に発達障害があるか否かは医師に

しか診断できないことや、発達障害を持つ

ことは本人の意思に反して公表されてはな

らないことなどの徹底について、町の機

関、町立学校での状況について伺う。 
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３ 東郷町施設サ

ービス株式会社

について 

 

⑵  放課後の子どもの居場所について 

ア 放課後児童クラブの待機児童の状況につ

いて説明されたい。 

イ 待機児童の出現には学区によるアンバラ

ンスがあるが、学区を越えた受け入れにつ

いての見解を伺う。 

ウ 放課後児童クラブへの参加希望者は増え

る見通しか。また、児童館だけでは面積の

限界があるため、他の施設での実施の可能

性についても検討する考えはあるか。 

 

⑶  保育園について 

ア 待機児童の状況について伺う。 

イ 令和３年度から「育休退園」が発生する

かもしれないとの説明がされているが、集

団生活に慣れた後の退園は酷である。育休

退園が発生しないよう定員を確保するの

か、または育休退園そのものを実施しない

ことにするのか、考えを伺う。 

ウ 民間保育園の職員の配置が基準通り行わ

れているのかを確認することについて、実

情を伺う。 

エ 町立の保育園には、児童発達支援事業所

ハーモニーでの取り組みなど、職員の長年

の経験と努力に支えられた優れた点があ

る。職員の安定した雇用の確保などを民間

にも求めることができるのか。 

 

⑴  取締役会が長期間開かれなかった理由に

ついて伺う。 

 

⑵  取締役の経歴についてこれまで議会にど

のように説明されてきたか。 

 

⑶  取締役の社会的責任について見解を伺

う。 

 

⑷  平成３０年度決算の赤字の理由について

伺う。 

 

⑸  株式を町内の企業や団体、個人に持って

もらうことについて見解を伺う。 
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